檜原村生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱

（目的）

第1条 この要綱は、日常生活から排出される廃棄物の中の生ごみを自家処理する一般家庭に補助金を交付することにより、ごみの減量化と資源化を促進し生活環境の保全を図ることを目的とする。

（対象者）

第2条 補助金対象者は、次の各号に該当するものとする。

（1） 住民基本台帳に基づく村内に住所を有する者
（2） ３年以内にこの補助金の交付を受けていない世帯
（補助対象物品）

第3条 補助対象物品は、生ごみを電気又は手動でかくはんし乾燥させ堆肥等にする生ごみ処理機器又は生ごみを微生物の働きによって分解するもの（以下「処理機器」という。）とする。

（補助金額）

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、処理機器購入額（消費税含む）の１０分の７の額とする。ただし、７０，０００円を限度とし、１世帯につき１基までを補助するものとする。

なお、補助金の額に千円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

（交付申請）

第5条 補助金を受けようとする者は、生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書（第１号様式）に購入額の領収書及び型式の確認できる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

（交付決定）

第6条 前条の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、生ごみ処理機器購入費補助金交付決定通知書（第2号様式）により通知する。

（交付請求）

第7条 補助金交付決定の通知を受けた者は、すみやかに、生ごみ処理機器補助金交付請求書（第3号様式）を村長に提出しなければならない。

（交　付）

第8条 村長は、前条の請求に基づいて補助金を交付する。

（その他）

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。


附　　　則

　　この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

　　この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
　　この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

　　この要綱は、令和７年4月1日から施行する。
